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火災・救急統計
消防本部 ☎981‒4119

令和８年１月～２月累計（　）内２月分 昨年同期累計
火災出動 4件 (2) 4件
火災以外の出動 82件 (35) 80件
救急出動 796件 (384) 837件
搬送人員 726人 (346) 704人問財政課（☎983‒2879）

問市民課（☎983‒2759）

　令和８年八幡市議会第１回定例会が２月26
日から開催され、市は当初予算案や条例案等
を提出しました。
　提出した案件は令和８年度当初予算案８
件、条例案６件、令和７年度補正予算案６件、
その他案件３件、報告３件の計26件です。
　主な条例案は ▼八幡市生活情報センター条

　引越しの際に市役所で手続きが必要な転
出届について、電子証明書が有効なマイナ
ンバーカードをお持ちの人で、日本国内で
の引越しをする人は、マイナポータルから
オンラインで転出届の提出をすることがで
きます。

例の一部を改正する条例案 ▼八幡市行政手続
条例の一部を改正する条例案 ▼八幡市国民健
康保険条例の一部を改正する条例案等です。
　主な補正予算案は ▼男山東中学校グラウン
ドの改修に要する経費１億60万円 ▼橋りょう
の長寿命化に要する経費3340万円 ▼多世代交
流通いの場における参加者数増加に伴う運営
助成費増額分120万円等です。
※令和８年度の予算総額や主な事業は、４～
７面に掲載しています。

　手続きは右記の二次元コ
ードからご利用いただけま
す。
※単身での引越しの他、ご自
身と同一世帯員、ご自身以
外の世帯員の人の場合でも利用可能です。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をし
た後は別途、転入先市区町村の窓口で転入
届等の手続きが必要です。

当初予算案等を提出
市議会第１回定例会

　物価高騰に対する住民生活および経済活動の支援のため、国の物価高騰対応
重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市独自の支援策として、全ての市民を
対象とした現金支給と、家庭や事業者を対象とした水道料金の減免を行います。

八幡市の物価高対策

　次に該当する対象者に１人あたり6,000円を現金給付する準備を進めて
います。
※申請方法や支給予定日等の詳細は決まり次第、広報やわたや市ホームペ
ージにてお知らせします。
■対象者
　令和８年４月１日時点で八幡市の住民基本台帳に登録されている市民

給付金をかたった詐欺にご注意ください
　国や京都府・八幡市から、電話やメールなどで銀行口座の情報をお聞き
することやＡＴＭ(現金自動受払機)の操作をお願いすることは一切ありま
せん。

家計支援給付金（準備中）

問福祉総務課（☎983‒1334）

　５月検針分より普通用給水契約者の水道料金を２期（４カ月）分
減免します。なお、この減免において、手続きは不要です。
■減免額　１期（２カ月）あたり2,300円（税抜き）
■減免対象期間

▼奇数月検針の地区　５、７月検針分（３月～６月使用分）

▼偶数月検針の地区　６、８月検針分（４月～７月使用分）
※減免期間中に水道の使用を開始または中止した場合は、使用期間
分について減免します。
※集合住宅などにお住まいの人で管理会社などへ水道料金をお支払
いしている人は、管理会社などへ確認してください。

水道料金を減免

問経営課（☎983‒5216）

問政策企画課（☎983‒1004）

八幡市行財政検討審議会の委員を募集
議に参加いただく委員を募集します。
■対象者　市内在住・在勤・在学で、
満75歳未満の人
■任期　委嘱日から約１年
※審議会は原則、平日の昼間（半日）
の開催を予定。
■募集人数　２人
■応募方法　「10年後も持続可能な
まちであり続けるために、行政や

　持続可能な行財政運営を進めるた
め、第８次行財政改革の取り組みを
進めていますが、令和７年度で計画
期間が終了します。
　新たな計画を策定するにあたり
「八幡市行財政検討審議会」を令和
８年５月に設置します。そこで、市
民との協働による簡素で効率的・効
果的な行財政運営を進めるため、審

氏名、生年月日、性別、電話番号
を記入のうえ、政策企画課（〒
614-8501　市役所政策企画課〈住
所不要〉）へ
※選考方法は書類選考で、結果は全
員に通知します。また、提出いた
だいた応募書類は返却できませ
ん。なお、市が設置しているほか
の審議会等の市民公募委員を委嘱
されている人は対象外です。

市民がともに取り組むべきこと」
をテーマとした800字以内の小論
文を次のいずれかの方法で４月15
日（水）までに提出してください
❶ＷＥＢ（二次元コー
ドからアクセス可）

❷郵送または持参　小論文に住所、

　プラスチック資源とは、今までの「プラマーク製品（プ
ラスチック製容器包装）」と「100%プラスチック素材でで
きている製品（長さ50㎝未満のもの）」をあわせたものに
なります。
　詳細は、３月16日から全世帯に配布した「家庭ごみと資
源の分け方・出し方　環境業務課からの大切なお知らせ」
＝右の画像＝をご覧ください。
※ご自宅等に届いていない場合は、環境業務課にお問い合
わせください。

令和８年４月１日から
プラスチック資源の回収が始まります

問環境業務課（☎983‒5340）

　４月より、ごみ分別アプリのごみ関連マップで「資
源物置場」の場所が見られるようになりました。ま
た、プラスチック資源の回収開始に伴い、ごみ分別
辞典の内容もリニューアルしています。プラスチッ
ク資源の出し方など、ごみの出し方がわからないと
きにご活用ください。
■使用方法
❶ホーム画面の左上の三本線を選択
❷「ごみ関連マップ（新）」を選択
❸「資源物置き場」を選択

ご活用ください！ごみ分別アプリ

Android

iOS

マイナポータルで
転出届の提出が可能

問市民課（☎0120‒038‒614）

　平日にマイナンバーカードの申請や受取ができない
人のために、休日窓口を開設します。来庁の２日前（土
日祝日除く）までに予約の上、来庁してください。
開設日時　４月11日（土）、５月10日（日）各日午前
９時～午後１時
場　所　市役所２階市民課
対　象 ◆予約が必要　マイナンバーカードの交付

◆予約が不要　マイナンバーカードの申請、
電子証明書の更新、暗証番号の再設定等

※詳細は市ホームページをご確認ください。

マイナンバーカード
休日窓口を開設


